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二
十
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第
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号

捕
鯨
活
動
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
認
識
及
び
我
が
国
の
調
査
捕
鯨
へ
の
妨
害
活
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対
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政
府

の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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捕
鯨
活
動
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
認
識
及
び
我
が
国
の
調
査
捕
鯨
へ
の
妨
害
活
動
に
対
す
る
政
府

の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

現
在
我
が
国
は
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
に
よ
り
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
加
盟
国
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
に
基
づ

き
、
南
極
海
や
北
西
太
平
洋
で
調
査
捕
鯨
活
動
（
以
下
、
「
調
査
捕
鯨
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、

「
調
査
捕
鯨
」
の
主
な
目
的
、
「
調
査
捕
鯨
」
が
有
す
る
意
義
と
は
何
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
調
査
捕
鯨
」
に
反
対
し
て
い
る
国
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
反
対
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

三

二
の
国
の
中
で
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
昨
年
末
に
発
足
し
た
ラ
ッ
ド
政
権
の
ス
ミ
ス
外
相
と
ギ
ャ
レ
ッ
ト
環
境
相
が

「
調
査
捕
鯨
」
を
「
無
意
味
で
野
蛮
な
行
い
」
等
と
述
べ
、
政
府
と
し
て
「
調
査
捕
鯨
」
に
厳
し
い
態
度
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
本
年
一
月
十
五
日
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
裁
判
所
が
、
同
国
が
独
自
に
南
極
海
に
設
定
し
た
「
鯨
保
護
区
」
に
お
け

る
「
調
査
捕
鯨
」
を
停
止
す
る
命
令
（
以
下
、
「
命
令
」
と
い
う
。
）
を
出
し
、
更
に
同
日
深
夜
に
は
、
南
極
海
で
「
調
査

捕
鯨
」
を
行
っ
て
い
た
第
二
勇
新
丸
に
、
米
環
境
保
護
団
体
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
に
所
属
す
る
同
国
籍
の
男
性
活
動
家
他
一

名
が
許
可
な
く
乗
り
込
み
、
「
調
査
捕
鯨
」
の
停
止
を
訴
え
、
デ
ッ
キ
に
薬
品
を
ま
く
な
ど
危
険
行
為
を
行
う
事
件
（
以

下
、
「
事
件
」
と
い
う
。
）
が
発
生
す
る
等
、
と
り
わ
け
反
「
調
査
捕
鯨
」
色
を
鮮
明
に
出
し
て
い
る
国
で
あ
る
と
承
知
す

一



る
が
、
右
の
ス
ミ
ス
外
相
や
ギ
ャ
レ
ッ
ト
環
境
相
に
よ
る
「
調
査
捕
鯨
」
に
対
す
る
発
言
及
び
「
事
件
」
に
対
し
、
政
府
と

し
て
然
る
べ
き
抗
議
を
し
、
ま
た
一
の
「
調
査
捕
鯨
」
の
目
的
、
意
義
を
説
明
し
、
理
解
を
得
る
べ
く
努
力
は
し
て
い
る

か
。

四

三
で
、
政
府
と
し
て
然
る
べ
き
抗
議
を
し
、
「
調
査
捕
鯨
」
の
目
的
、
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
得
る
べ
く
説
明
し
て
い
る

の
な
ら
ば
、
三
の
ス
ミ
ス
外
相
と
ギ
ャ
レ
ッ
ト
環
境
相
の
発
言
に
対
し
て
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
で
あ
る
高
村
正
彦
外
相
、

鴨
下
一
郎
環
境
相
は
じ
め
政
府
よ
り
、
い
つ
抗
議
を
行
い
、
「
調
査
捕
鯨
」
の
目
的
、
意
義
の
説
明
を
し
て
き
た
の
か
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

五

現
在
鯨
の
数
が
増
え
、
鯨
一
頭
が
多
く
の
魚
を
食
べ
る
た
め
海
の
生
態
系
が
崩
れ
、
ま
た
環
境
に
も
悪
影
響
を
与
え
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
な
中
で
、
我
が
国
が
調
査
を
目
的
と
し
た
捕
鯨
を
行
う
こ
と
は
、
生
態
系
を
守
り
、
環
境
の

保
全
を
図
る
上
で
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。
政
府
と
し
て
今
後
一
層
「
調
査
捕
鯨
」
の
意
義
を
世
界
に
訴

え
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ス
ミ
ス
外
相
や
ギ
ャ
レ
ッ
ト
環
境
相
に
よ
る
発
言
に
対
し
て
は
断
固
と
し
た
抗
議
を
行
う
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


